
⑴
男女共同参画推進のた
めの広報・啓発

1
男女共同参画に関する
講演会等への参加人数

390人 500人

市民が、「男は仕事、女は家庭」に代表される固定的役割分担意
識が、社会の慣習、ライフスタイルの中に存在していることを認
識し、男女ともに個人として尊重され性別に関わりなく個性と能
力を発揮できる男女共同参画の必要性について理解を深め、意識
の醸成を図るきっかけ得ることができる講演会等を実施し、参加
者の増加を目指します。

市民交流課 〇

⑵
男女共同参画の視点に
立った教育・学習の推
進

2
男女共同参画の視点に
立った職業講話を実施
する学校数

2校 年3校
小学校で、実際に職業に就いている方を講師とした講話をとおし
て、性別にとらわれず、将来の職業を自由に幅広く選択する意識
を育む授業を実施し、実施校の増加を目指します。

市民交流課

2
政策・方針決定
過程への女性の
参画拡大

⑴
審議会等への女性の参
画拡大

1
審議会等の委員に占め
る女性の割合

26.90% 30%

・各審議会の担当課において、男女の均衡がとれた委員の選出に
配慮します。
・団体等へ委員の推薦を依頼する際は、団体の長に限らず女性を
含む適任者の推薦を働きかけ、審議会委員全体に占める女性の割
合の増加を目指します。

関係各課 〇

3
地域における男
女共同参画の推
進

⑵
男女共同参画の視点に
立った防災活動の推進

1
防災訓練参加者に占め
る女性の割合

42.8% 45%

災害時には、性別に関わりなく個の能力を集結し、諸問題への対
応が必要となる。このため、防災訓練への参加による経験が大切
であるが、現状では参加する女性の割合いが低い。市民に対し
て、広報ふじのみや、ホームページ、同報無線、出前講座等によ
り防災訓練への参加を促すための情報発信を行うとともに、自主
防災会の役員に対して、避難所運営連絡会、災害時地域リーダー
研修会等の席上で、男女ともに参加しやすい防災訓練の実施をし
ていただくように啓発を図り、防災訓練参加者総数に占める女性
の割合の増加を目指します。

危機管理局

⑴
男性中心型の働き方の
変革によるワーク・ラ
イフ・バランスの推進

⑶
仕事と育児・介護の両
立への支援

⑴ 子育てへの支援 1
教育・保育の認可施設
における利用定員

4,747人 4,730人

子どもを生み育てる世代の男女が仕事と子育ての両立を実現でき
るように、保育・教育施設(保育園、認定こども園、小規模保育事
業、幼稚園）をニーズを踏まえて配備し、定員の適正管理を行い
ます。

子ども未来課 〇

⑶
男性の子育て・介護へ
の参画促進

2
積極的に育児をしてい
る父親の割合

67.8% 69%

母子健康手帳（両親でともに記録する仕様になっている）の交
付、もうすぐパパママ学級（妊婦体験や沐浴練習など）での体験
学習や交流、乳児家庭全戸訪問（両親で協力して子育てすること
などを助言する）等の事業において、両親でともに子育てを担う
こと、男性の子育てへの参画を促進し、積極的に育児をしている
父親の割合の増加を目指します。

健康増進課 〇

子宮頸がん検診受診率 20.9% 22%
子宮頸がんの早期発見・早期治療のため、がん検診について、広
報やホームページ、地方紙、健康講座や街頭キャンペーンなどで
啓発を行い、子宮頸がん検診の受診率増加を目指します。

健康増進課

乳がん検診受診率 19.7% 22%
乳がんの早期発見・早期治療のため、がん検診について、広報や
ホームページ、地方紙、健康講座や街頭キャンペーンなどで啓発
を行い、乳がん検診の受診率増加を目指します。

健康増進課

【新設】
男性の肺がん検診受診
率

40.1% 40%台維持

肺がんの早期発見・早期治療のため、がん検診（胸部検診）につ
いて広報やホームページ、健康講座等で肺がんについて知識の啓
発や検診の受診方法を周知し、肺がん検診の受診率の向上を目指
します。(受診実績男性５，８０５人　女性８，７２１人）

健康増進課

7
女性に対する暴
力の根絶

⑴
ＤＶ（配偶者等からの
暴力）のない地域づく
りの推進

1
デートＤＶ講座を実施
する学校数

5校 年4校

中学校で、ＤＶ（デートＤＶを含む）について基礎的な知識を学
び理解を深め、ＤＶ（デートＤＶを含む）の加害者にも被害者に
もならないように意識啓発を図る授業を実施し、実施校の増加を
目指します。

市民交流課

第３次男女共同参画プラン　後期実施計画  推進事業概要 素案

指標にかかる計画（R3～R7）
女
性
活
躍
欄

基本的施策 施策の方向 指標
現状値
（R1）

目標値
（R7）

取組内容（R３～R７） 担当課

1
男女共同参画に
ついての理解の
促進

4

就労の場におけ
る男女平等と
ワーク・ライ
フ・バランスの
推進

1
「男女共同参画社会づ
くり宣言」（県事業）
の宣言事業所・団体数

22件 27件

関係機関と協力し、ホームページやチラシによる情報提供、事業
所訪問などにより、、ワーク・ライフ・バランス実現の推進や仕
事と育児・介護の両立への支援を図る環境の整備について啓発を
図り、男女共同参画社会づくり宣言（県事業）の宣言事業所・団
体数の増加を目指します。

市民交流課　
商工振興課 〇

5
男女がともに担
う子育てと介護
への支援

6
性に関する理解
促進と男女の健
康支援

⑵
性差やライフステージ
に応じた健康支援

1

1



1
男女共同参画に関する講演
会等の実施

男女共同参画についての市民の理解を深め、意識
の醸成を図るため講演会等を実施します。

市民交流課

市民が、「男は仕事、女は家庭」に代表される固定的役割分担意識が、社会の慣
習、ライフスタイルの中に存在していることを認識し、男女ともに個人として尊
重され性別に関わりなく個性と能力を発揮できる男女共同参画の必要性について
理解を深め、意識の醸成を図るきっかけ得ることができる講演会等を実施し、参
加者の増加を目指します。
（指標にかかる計画1-⑴の再掲）

〇

市民交流課
広報ふじのみや、ホームページ、地方紙、男女共同参画週間や市民生活展でのパ
ネル掲示、チラシ配布などにより、男女共同参画やＬＧＢＴに関する情報を発信
します。

中央図書館
男女共同参画やＬＧＢＴに関する書籍を収集するとともに、男女共同参画週間に
特設コーナーを設置し、情報を発信します。

3
市の刊行物やホームページ
等における男女共同参画の
視点に留意した情報発信

広報紙等の市刊行物やホームページ等において、
男女共同参画の視点に留意した情報発信を行いま
す。

情報発信課
広報紙、ホームページ、フェイスブック等の情報発信や、報道機関等への情報提
供において、その内容や表現について男女共同参画の視点に留意するよう各課に
指導するとともに、編集時に原稿に不適切な表現がないかの確認を行います。

1
男女共同参画の視点に立っ
た家庭教育の推進

家庭教育学級において、男女共同参画の視点で、
性別にとらわれることなく個性と能力を尊重した
教育について考える機会を提供します。

社会教育課
家庭教育学級のリーダー講座において、男女共同参画についての理解を深め、意
識を高める内容を取り入れます。また、女性が多くを占める各家庭教育学級にお
いて、男性も参加できる行事を組み入れます。

学校教育課
教職員対象のジェンダーチェックを作成し、その実施をとおして、教職員の男女
共同参画への意識を高めます。

子ども未来課
保育士対象の（仮称）ジェンダーチェックを作成し、その実施をとおして、保育
士の男女共同参画への意識の向上に努めます。

学校教育課
男女共同参画の視点に立ち、性別にとらわれることなく個性と能力を尊重した進
路指導、キャリア教育等を実施します。

市民交流課

小学校で、実際に職業に就いている方を講師とした講話とおして、性別にとらわ
れず、将来の職業を自由に幅広く選択する意識を育む授業を実施し、実施校の増
加を目指します。
（指標にかかる計画1-⑵の再掲）

4
人権尊重、男女共同参画に
関する学習の実施

道徳の授業を核とし、学校の教育活動全体におい
て、人権尊重、男女共同参画などに関する学習を
実施します。

学校教育課
道徳・学級活動をはじめ、学校の教育活動全体において、道徳の教科書や副教材
などを活用し、参加体験学習など授業方法を工夫しながら、人権尊重、男女共同
参画に関する意識を高める学習を行います。

5
学校行事における男女共同
参画の推進

男性が参加しやすい学校行事を開催します。 学校教育課
授業参観などの学校行事の開催日を土曜日にするなど配慮し、男性が学校行事に
参加しやすくなるようにします。

6
男女共同参画の視点に立っ
た生涯学習等の推進

男女共同参画について考える機会となる講座等を
開催します。

社会教育課
父子参加の親子講座など男女共同参画について考える機会となる講座を開催しま
す。

施策にかかる計画（R3～R7）

基本的施策１　男女共同参画についての理解の促進

施策の方向⑴　男女共同参画推進のための広報・啓発

施策の方向⑵　男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進

女
性
活
躍
欄

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

2
男女共同参画に関する情報
の収集・発信

男女共同参画についての理解を深め、意識の醸成
を図るため情報を収集・発信します。

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

2 教職員等の意識の向上
男女共同参画の視点に立った児童・生徒への指
導、園児への保育を行うため、教職員・保育士等
の意識の向上を図ります。

3
男女共同参画の視点に立っ
た進路指導、キャリア教育
の実施

男女共同参画の視点に立ち、性別にとらわれるこ
となく、個性と能力を尊重した進路指導やキャリ
ア教育を実施します。
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施策にかかる計画（R3～R7）

基本的施策１　男女共同参画についての理解の促進

女
性
活
躍

ｽﾎﾟｰﾂ振興課
子育て中の女性がスポーツ教室等に参加しやすいよう、託児付きの教室や講座、
親子で参加できる教室等を実施します。

中央図書館
子育て世代が性別にかかわりなく学習活動に参加できるよう、託児付きの講座、
講演会（読書や読み聞かせの大切さを学ぶ講座、講演会)を実施します。

市民生活課
子どもを持つ女性、男性が気軽に参加できる消費教育活動を託児付きで実施しま
す。

社会教育課
子育て世代が性別に関わりなく学習活動に参加できるように託児付きの公民館講
座などを開催します。

市民交流課
子育て中の女性に対し、学習活動とあわせて交流や情報交換できる場を提供する
講座を託児付きで開催します。

社会教育課
子育て応援メールマガジンにより、男性の子育てを促進するような情報や子ども
とのかかわり方などを取り入れた情報を発信します。

市民交流課
育児・家事などに積極的に取り組む男性のロールモデルなどの情報を収集・発信
し、男性の育児・家事などへの参画を促進します。

市民交流課
男性が子どもと一緒に参加する講座を実施し、男性の育児への理解と積極的な取
組を促進します。

社会教育課
男の料理講座など男性を対象とした男女共同参画の視点に立った講座を実施しま
す。

健康増進課
もうすぐパパママ学級で妊婦体験等をとおして、父親・母親の相互の理解を深め
ます。

1
諸外国における男女共同参
画の状況に関する情報の収
集・発信

男女共同参画に関する国際的動向や諸外国におけ
る取組等の情報を収集・発信することにより、市
民の国際的視点に立った男女共同参画への理解を
促進します。

市民交流課
男女共同参画白書、内閣府のホームページなどから国際的動向や諸外国の情報を
収集し、ホームページや掲示物、チラシなどにより情報を発信します。

・男女共同参画の視点で、諸外国の社会習慣、人々の考え方やライフスタイルな
どを知る講演会などを開催します。

・国際交流協会が行う国際理解講座や国際交流フェスティバルの中で、各国の男
女共同参画の状況の説明や展示により日本の現状について考える機会をつくりま
す。

施策の方向⑶　男性にとっての男女共同参画の理解の促進

施策の方向⑷　国際的視野に立った男女共同参画の推進

7
男女共同参画の視点に立っ
た学習機会の拡充

託児付きの講座、教室等を実施し、子育て中の男
女の学習活動への参加促進を図ります。

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

1
男性が取り組む男女共同参
画に関する情報の収集・発
信

男性が男女共同参画について考える機会となる情
報を収集・発信します。

2
男性を対象とする男女共同
参画の視点に立った講座等
の実施

男性を対象とする男女共同参画の視点に立った講
座等を実施し、男性における男女共同参画に関す
る理解を促進します。

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

2
男女共同参画の視点に立っ
た国際理解・異文化理解を
深める講座等の開催

国際理解・異文化理解を深め、諸外国と日本の男
女共同参画の現状について考える機会を提供する
講座等を開催します。

市民交流課

3
外国人市民への男女共同参
画に関する働きかけ

外国語で表記した男女共同参画に関する情報を発
信し、外国人市民の男女共同参画に関する講座な
どへの参加を促します。

市民交流課
外国語人にわかりやすい表記の男女共同参画に関するチラシを作成し、国際交流
協会などの協力を得ながら広く配布します。
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1
市の審議会等への女性
の参画拡大

団体等からの推薦により審議会等の委員を選出す
る場合に、団体等に対し、団体の長に限らず女性
を含む適任者の選任を働きかけるなど、審議会等
への女性の参画を積極的に進めます。

関係各課

・各審議会の担当課において、男女の均衡がとれた委員の選出に配慮し
ます。
・団体等へ委員の推薦を依頼する際は、団体の長に限らず女性を含む適
任者の推薦を働きかけ、審議会委員全体に占める女性の割合を増加を目
指します。
（指標にかかる計画2-⑴の再掲）

○

1
市役所における管理職
等への女性の登用

女性職員の管理職及び監督職への積極的登用を行
います。

人事課
性別によらない適正な人事評価に基づき、女性職員の管理職及び監督職
への積極的登用を行います。

○

2
市役所における女性職
員の職域拡大

性別にとらわれず、個人の適性と能力に応じた職
員配置や各課内の事務分担を行うことにより、女
性職員の職域拡大を図り、女性が特定の分野に偏
ることのないよう、男女の均衡のとれた職員配置
を行います。

人事課
従来は主として男性が配置されていた職場についても、性別によらず個
人の適性と能力に応じた職員配置を行い、女性職員の職域の拡大を図り
ます。

○

3
市役所における女性職
員の育成

女性職員の意識改革や能力開発、職域拡大などを
図るため、研修会の実施、他機関が開催する研修
会等への派遣、自主研修への支援などを積極的に
進めます。

人事課

・女性職員育成のため、意識改革や能力開発につながる研修等を受講で
きる職場環境の整備や、長期的なキャリア形成に向けた取組を実施しま
す。
・性別によらない人事評価制度の実施、管理職のマネジメントスキル、
イクボス知識習得のための研修を通じて、女性職員の成長を支援しま
す。

○

4
教育の場における管理
職等への女性の登用

女性教職員の校長及び教頭、各主任等への積極的
登用に向けた人材の育成を進めます。

学校教育課
意欲と能力のある女性を各主任等に選出し、女性の人材育成を進めま
す。 ○

1
事業所や民間の団体に
おける主要な役職への
女性の登用の促進

事業所や民間の団体における管理職や役員など、
方針を決定する主要な役職への女性の登用につい
て、ポジティブ・アクションに取り組んでいる事
業所など、参考となる事例について情報を発信
し、女性の登用について啓発を行います。

商工振興課
起業に関する相談やセミナーの開催、女性の管理職や役員などへの登用
促進に関連する情報を関係機関と協力し周知を行うとともに市ホーム
ページやチラシSMSなどで情報提供します。

○

1
政策や方針の決定過程
に参画する女性の育成

政策や方針の決定過程に参画する女性を育成する
ために、国や県などが主催する研修について情報
を提供し、積極的な参加を促します。

市民交流課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市政や社会問題などについて、政策決定する機会に参画するためのスキ
ルなどを学ぶ機会を創設します。
託児付きのパソコン講座を開催し女性の就職や起業を支援します。

○

施策にかかる計画（R3～R7）

基本的施策２　政策・方針決定過程への女性の参画拡大

施策の方向⑴　審議会等への女性の参画拡大

施策の方向⑵　市役所・教育の場における女性の積極的登用

施策の方向⑶　事業所等における女性の登用促進

施策の方向⑷　女性の人材育成の推進

女
性
活
躍
欄

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）
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市民生活課
自治会活動において、区長会の総会や研修会で男女共同参画への理解を深
め、女性役員登用の積極的取組事例などの情報を発信し、性別にとらわれ
ない役員の選出、女性役員の積極的選出を促す働きかけを行います。

市民交流課
NPO活動において、駅前交流センターで行う市民活動支援業務の中で、性
別に関係なく多様な活動の実現につながる講座を開催し、男女が対等に取
り組み、双方の意見が反映される運営体制などを促します。

社会教育課

・ＰＴＡ活動において、会長、副会長など意思決定を行う役職の選出につ
いて、性別にとらわれない選出、女性の積極的選出を促す働きかけを行い
ます。
・生活習慣の見直しなど家庭の教育力の向上を目指す活動については、性
別を問わず取り組むことを前提とした内容とします。

1
誰もが参加しやすい防
災訓練の実施

男女双方の視点に立ち、男女ともに参加し
やすい防災訓練の実施に努めます。

危機管理局

災害時には、性別に関わりなく個の能力を集結し、諸問題への対応が必要
となる。このため、防災訓練への参加による経験が大切であるが、現状で
は参加する女性の割合いが低い。市民に対して、広報ふじのみや、ホーム
ページ、同報無線、出前講座等により防災訓練への参加を促すための情報
発信を行うとともに、自主防災会の役員に対して、避難所運営連絡会、災
害時地域リーダー研修会等の席上で、男女ともに参加しやすい防災訓練の
実施をしていただくように啓発を図り、防災訓練参加者総数に占める女性
の割合の増加を目指します。
（指標にかかる計画3-⑵の再掲）

2
男女共同参画の視点を
取り入れた避難所の運
営・管理体制等の推進

男女双方の視点を取り入れ、多様なニーズ
を持つ人々に配慮した避難所運営ができる
よう、男女の均衡がとれた運営体制や管理
体制を推進します。

危機管理局
自主防災会の役員に対して、避難所運営連絡会、災害時地域リーダー研修
会等の席上で、男女双方の視点を取り入れた避難所運営ができる体制の構
築について働きかけます。

3

地域の防災組織におけ
る女性の視点を取り入
れた備蓄品等の配備の
促進

地域の自主防災会等に対し、女性の視点を
取り入れた備蓄品等の配備を促す働きかけ
を行います。

危機管理局
自主防災会の役員に対して、避難所運営連絡会、災害時地域リーダー研修
会等の席上で、女性の視点を取り入れた備蓄品等の配備について働きかけ
ます。

1 地域活動団体との連携

男女共同参画を推進する地域活動団体との
連携により、男女共同参画に関する啓発活
動を実施し、市民の男女共同参画について
の理解の促進を図ります。

市民交流課
市民の男女共同参画についての理解の促進、啓発を図ることを目的に、男
女共同参画センター利用団体と連携し、男女共同参画フォーラムを開催し
ます。

○

2 地域活動団体の支援

男女共同参画を推進する地域活動団体の活
動情報の発信、団体間の情報交換や交流の
機会を提供することなどより地域活動団体
の活動を支援します。

市民交流課

男女共同参画センター利用団体の活動について、男女共同参画センターに
チラシを掲示するなど情報発信を支援する。また、男女共同参画センター
利用団体連絡会において団体間の情報交換の場を設定するとともに、男女
共同参画フォーラムの企画・運営をとおして団体間の交流を図ります。

○

施策にかかる計画（R3～R7）

基本的施策３　地域における男女共同参画の推進

施策の方向⑴　地域活動における男女共同参画の推進

施策の方向⑵　男女共同参画の視点に立った防災活動の推進

施策の方向⑶　地域活動団体との連携等による男女共同参画の推進

女
性
活
躍
欄

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

1
男女が対等に参加・参
画する地域活動や市民

活動の推進

自治会、ＰＴＡ、ＮＰＯ等の活動におい
て、性別にとらわれない役割分担、男女の
均衡がとれ男女双方の意見が反映される運
営体制などを推進するため、規約等を改正
し女性役員の登用を積極的に進めている先
進事例などの情報を発信し、男女共同参画
の視点に立った活動を促す働きかけを行い

ます。

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）
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1
長時間労働の抑制などの働
き方変革の推進

長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得向上な
どの必要性と効果、取組方法や取組事例等の情
報を提供し、ワーク・ライフ・バランス実現を
推進します。

市民交流課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商工振興課

関係機関と協力し、ホームページやチラシなどによる長時間労働の抑
制、年次有給休暇の取得向上などの必要性と効果、取組方法や取組事例
等の情報提供、事業所訪問などにより、ワーク・ライフ・バランス実現
の推進について啓発を図り、男女共同参画社会づくり宣言（県事業）の
宣言事業所・団体数の増加を目指します。
（指標にかかる計画4-⑴の再掲）

○

1
雇用における男女の均等な
機会・待遇の確保

男女雇用機会均等法や育児・介護休業法など関
連する法制度について理解を深め、女性が性別
を理由とする採用や昇進等における差別、婚姻
や妊娠・出産等を理由とする不利益扱いを受け
ることがないよう、法の周知、労働環境の整備
について啓発を図ります。

商工振興課

関係機関と協力し、雇用における男女の均等な機会・待遇の確保、セク
シュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント等、育児・介護休
業、女性活躍推進など関連する各種法制度の周知、労働環境の整備など
のセミナーを開催するとともに、ホームページやチラシ配布などにより
情報提供を図ります。

○

2
自営業等における女性の労
働条件向上と経営参画の推
進

家族経営協定の締結促進により、農業における
女性の就業条件を明確化、経営への参画を進め
ます。

農業委員会事
務局
農業政策課

ホームページやチラシ、農業経営相談等で家族経営協定の周知を図り締
結を推進し、農業経営への女性の参画促進を図ります。 ○

3
【新設】
働き方の見直しによる人材
の確保

男女共同参画、ワークライフバランス、女性活
躍などの視点を活かした新たな取り組みを企業
と協働で検討し、普及していくことで人材の確
保につなげます。

市民交流課
商工振興課

富士地域でワークショップを開催し、取り組み案を作成し、富士地区周
辺の企業と自治体でシンポジウムを実施し、取り組みの普及を図りま
す。

○

4
【新設】
働き方の見直しによる人材
の確保の取り組みの周知

男女共同参画、ワークライフバランス、女性活
躍などの視点を活かした新たな取り組みの登録
制度を作り、協力している企業をＰＲします。

市民交流課
商工振興課

男女共同参画、ワークライフバランス、女性活躍などの視点を活かした
新たな取り組みの登録制度を作成し、シンポジウム等で取り組みイベン
トを開催するなど、取り組んでいる企業のＰＲを行います。

○

1
男女双方において、仕事と
育児・介護との両立を実現
しやすい環境整備の促進

男性の育児・介護休業の取得など参考事例の情
報を提供し、男女を問わない育児・介護休業の
取得、労働時間の短縮など、男女双方において
仕事と育児・介護との両立を実現しやすい環境
整備への取組を促します。

市民交流課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商工振興課

関係機関と協力し、ホームページやチラシなどによる男女を問わない育
児・介護休業の取得、労働時間の短縮などについて参考事例等の情報提
供、事業所訪問などにより、男女双方における育児・介護と仕事を両立
する制度の利用促進、育児・介護と仕事の両立を実現しやすい環境整備
への取組を促し、男女共同参画社会づくり宣言（県事業）の宣言事業
所・団体数の増加を目指します。
（指標にかかる計画4-⑶の再掲）

○

2

女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律に基
づく特定事業主行動計画の
推進

市内事業所の模範となるよう、市が率先して仕
事と子育てとの両立支援、職場の意識・風土や
働き方の改革などに取り組みます。

人事課
男女の区別なく育児休暇取得ができる職場環境の醸成とともに、男性職
員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率の向上を目指し
て、ワーク・ライフ・バランス推進のための取組を実施します。

○

農業政策課
農業学習体験講座や市民農園等により農業と関わる機会を創出し、就農
に向けた知識を学ぶ就農塾等の県事業の周知を行います。 ○

市民交流課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市政や社会問題などについて、政策決定する機会に参画するためのスキ
ルなどを学ぶ機会を創設します。
託児付きのパソコン講座を開催し女性の就職や起業を支援します。（施
策にかかる計画2-⑷-1の再掲）

○

商工振興課

起業に関する相談やセミナーの開催、女性の管理職や役員などへの登用
促進に関連する情報を関係機関と協力し周知を行うとともに市ホーム
ページやチラシSMSなどで情報提供します。
（施策にかかる計画2-⑶-1の再掲）

○

2 女性の再就職の支援
再就職を希望する女性を対象とするセミナーや
就職相談などの情報を提供し、女性の再就職に
向けた取組を支援します。

商工振興課
関係機関と協力し就職希望者を対象とする相談やセミナーの情報をホー
ムページやチラシ配布などで情報提供を行います。 ○

3
【新設】
働き方の見直しによる人材
の確保

男女共同参画、ワークライフバランス、女性活
躍などの視点を活かした新たな取り組みを企業
と協働で検討し、普及していくことで人材の確
保につなげます。

市民交流課
商工振興課

富士地域でワークショップを開催し、取り組み案を作成し、富士地区周
辺の企業と自治体でシンポジウムを実施し、取り組みの普及を図りま
す。（施策にかかる計画4-⑵-3の再掲）

○

4
【新設】
働き方の見直しによる人材
の確保の取り組みの周知

男女共同参画、ワークライフバランス、女性活
躍などの視点を活かした新たな取り組みの登録
制度を作り、協力している企業をＰＲします。

市民交流課
商工振興課

男女共同参画、ワークライフバランス、女性活躍などの視点を活かした
新たな取り組みの登録制度を作成し、シンポジウム等で取り組みイベン
トを開催するなど、取り組んでいる企業のＰＲを行います。（施策にか
かる計画4-⑵-4の再掲）

○

施策にかかる計画（R3～R7）

基本的施策４　就労の場における男女平等とワーク・ライフ・バランスの推進

施策の方向⑴　男性中心型の働き方の変革によるワーク・ライフ・バランスの推進

施策の方向⑵　男女の平等な雇用・労働条件の確保

施策の方向⑶　仕事と育児・介護との両立への支援

施策の方向⑷　女性の再就職や起業への支援

女
性
活
躍
欄

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

1
女性の再就職や起業に向け
た学習への支援

再就職や起業に必要な技術や知識などの習得に
かかる情報や学習機会を提供し、女性の再就職
や起業に向けた学習を支援します。
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1
保育事業を提供する体制の
確保

富士宮市子ども・子育て支援事業計画に
基づき、保育園、認定こども園、小規模
保育事業における保育の提供、保護者の
ニーズに応じた多様な保育サービスの提
供により、男女が就業しながら子育てす
ることを支援します。

子ども未来課

・子どもを生み育てる世代の男女が仕事と子育ての両立を実現できる
ように、保育・教育施設(保育園、認定こども園、小規模保育事業、
幼稚園）をニーズを踏まえて配備し、定員の適正管理を行います。
（指標にかかる計画5-⑴の再掲）
・延長保育や病児保育・病後児保育事業など多様な保育サービスの充
実を図り、保護者の、子育てと仕事の安定的両立の確保を支援しま
す。

○

子ども未来課
ニーズを踏まえたファミリー・サポート・センター事業、放課後児童
健全育成事業（放課後児童クラブ事業）を実施することにより、保護
者の、子育てと仕事の安定的両立の確保を支援します。

○

市民交流課

妊娠期から子育て期にわたる継続したサポート体制の充実等を図ると
ともに、コンビニエンスストア等において子育てにやさしい環境づく
りを推進することにより、男女が就労しながら子育てすることを支援
します。

○

3
配慮が必要な子どもの保護
者への支援

配慮が必要な子供への療育や支援の場を
提供することにより、男女が就労しなが
ら子育てすることを支援します。

障がい療育支援課

療育支援センターでの相談や療育教室、あすなろ園（障がい児通所施
設）での通所支援や支援時間外のサポート保育の実施により、未就学
の障がいのある子、発達の気になる子の保護者の子育てを支援しま
す。

4
【新設】
ひとり親家庭の自立の支援 

ひとり親家庭の生活の安定と自立に向け
た支援を行います。

子ども未来課

・ひとり親家庭へ児童扶養手当や母子家庭等自立支援給付金を支給す
ることにより、生活の安定と自立に向けた支援を行います。
・ひとり親家庭に放課後児童クラブやファミリー・サポート・セン
ターの利用料を助成することにより、就労等に対する支援及び育児負
担の軽減を図ります。
・未婚のひとり親家庭について、保育料の軽減措置により、経済的負
担の軽減を図ります。
・ひとり親の相談や支援については、プライバシーに十分配慮して行
います。

○

高齢介護支援課
介護保険制度に関するパンフレットを作成して、ホームページや出前
講座などにより制度の普及に努め、介護サービスの利用促進により家
庭における介護の軽減を図ります。

福祉企画課
地域包括支援センターでの介護、福祉、健康等の総合相談において、
個々の実情に応じた適切なサービスにつなげるとともに、家庭におけ
る介護の軽減を図ります。

子ども未来課
ホームページなどにより情報を発信し、男性の地域子育て支援セン
ターの利用促進を図ります。 ○

健康増進課

母子健康手帳（両親でともに記録する仕様になっている）の交付、も
うすぐパパママ学級（妊婦体験や沐浴練習など）での体験学習や交
流、乳児家庭全戸訪問（両親で協力して子育てすることなどを助言す
る）等の事業において、両親でともに子育てを担うこと、男性の子育
てへの参画を促進し、積極的に育児をしている父親の割合の増加を目
指します。
（指標にかかる計画5-⑶の再掲）

○

社会教育課
子育て応援メールマガジンにより、男性の子育てを促進するような情
報や子どもとのかかわり方などを取り入れた情報を発信します。
（施策にかかる計画1-⑶-1の再掲）

○

市民交流課
男性が子どもと一緒に参加する講座を実施し、男性の育児への理解と
積極的な取組を促進します。
(施策にかかる計画1-⑶-2の再掲）

○

2 男性の介護への参画促進

男性が、介護の知識や技術を学び、参加
者同士の交流や意見交換などができる講
座などを実施することにより、男性の介
護への参画を促進します。

福祉企画課
男性が参加しやすい講座や交流会を開催し、男性の介護への参画を促
進します。 ○

施策にかかる計画（R3～R7）
基本的施策５　男女がともに担う子育てと介護への支援

施策の方向⑴　子育てへの支援

施策の方向⑵　介護への支援

施策の方向⑶　男性の子育て・介護への参画促進

女
性
活
躍
欄番

号
施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

2
地域における子育て支援の
充実

地域との協力・連携の下、ファミリー・
サポート・センター事業、放課後児童ク
ラブ事業などを実施し、男女が就業しな
がら子育てすることを支援します。

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

1
介護や高齢者福祉サービス
の利用促進

介護保険制度や高齢者福祉サービスにつ
いての情報を広く周知し、サービスの利
用を促進することにより、家庭における
介護の軽減を図ります。

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

1 男性の子育てへの参画促進

男性の子育てについて、交流や情報交換
できる場や相談できる場をつくり、子育
ての参考となる情報を発信することなど
により、男性の子育てへの参画を促進し
ます。
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1
女性の健康につい
ての理解の促進

子供を産む性としての女性の身体の特性を踏ま
え、男女ともに女性の心身の健康について理解
し合えるよう啓発を図ります。

市民交流課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
健康増進課

成人式等において、妊娠出産のための健康づくりについて理解を促す資料
を男女共同参画プランとあわせて配付し、男女ともに妊娠・出産とライフ
プランについて考える機会を提供します。

2
性を理解する学習
の充実

発達段階に応じ、身体の性、こころの性など
様々な性についての理解を深め、自身及び他の
人の性を尊重する意識の醸成を図る学習を行い
ます。

学校教育課

道徳や保健の教科書の内容から、性に関する適切な行動・選択の大切さに
ついて理解を深め、自身及び他の人の性を尊重する意識の醸成を図る取組
を行います。また、専門家による講話、人権教育の手引き（県教育委員会
発行）などの副教材を活用して、発達段階に応じた性に関する学習を行い
ます。

3
【新設】
性的マイノリティ
の方への支援

性の多様性を正しく理解するための啓発や各種
様式等の男女欄表記の見直し、当事者に対する
配慮や相談等の支援を行います。

市民交流課
性の多様性を理解するための啓発を行うとともに、各種様式等の男女欄表
記の見直しや、当事者が相談できる体制を作ります。

1
性差に応じた健康
講座等の実施

男女がともに身体的特性について正しい情報を
入手し理解し合い、生涯を通じて健康を享受で
きるよう、性差に応じた健康講座等を実施しま
す。

健康増進課
女性の健康管理やがん予防などについての講座等をとおして、男女のライ
フステージに応じた情報提供と健康増進支援を行います。

2
不妊・不育症への
支援

不妊及び不育症の治療を受ける夫婦の経済的負
担の軽減を図るため、不妊及び不育症の治療費
の一部を助成します。

健康増進課
不妊治療、不育症の治療を行う夫婦に対し、治療費の一部を助成し経済的
負担の軽減を図ります。

3
妊産婦に対する健
康支援

健康診査や訪問指導などにより、妊産婦の健康
について、妊娠期から子育て期までの切れ目の
ない支援を行います。

健康増進課
妊産婦健康診査の一部公費負担、乳児家庭全戸訪問事業や乳幼児の健康診
査などにおける妊産婦の健康管理指導より妊産婦の健康支援を行います。

4
女性及び男性特有
の疾患に対応した
検診の実施

女性特有及び男性特有の疾患の早期発見・早期
治療の促進を図るため、がん検診や節目検診を
実施します。

健康増進課

・女性特有のがん（子宮頸がん・乳がん）の早期発見・早期治療のため、
がん検診について広報やホームページ、地方紙、健康講座や街頭キャン
ペーンなどで啓発を行い、がん検診の受診率増加を目指します。
（指標にかかる計画6-⑵の再掲）
・女性に多い骨粗しょう症を予防するための節目検診を実施します。

5
こころの健康への
支援

性差やライフステージに応じたこころの健康に
ついて理解を深め、こころの健康を守るととも
に必要な支援につなげるため、講座の実施や情
報の発信を行います。

健康増進課

・ゲートキーパー養成講座を実施し、こころの健康に関する理解を深める
とともに、見守り支援の体制づくりに努めます。
・産後うつなど女性のこころの健康に関する情報を提供するとともに、乳
児全戸訪問時に用いる質問票により産後うつの早期発見・早期対応に努め
ます。

健康増進課
男女それぞれの身体やこころの健康を相談できる窓口について、ホーム
ページや広報紙への掲載、チラシ等を配布し周知に努めます。

福祉総合相談課
男女それぞれのこころの健康を相談できる福祉総合相談窓口の体制を維持
するとともに、ホームページ、チラシ等により相談窓口の周知に努めま
す。

市民交流課

・男女共同参画センターの女性の悩み相談の窓口について周知するととも
に、研修により相談員のスキルアップを図り女性相談事業の充実に努めま
す。
・男性の悩み相談について、ホームページや広報紙、チラシ等により、県
の相談窓口（あざれあ）の情報の周知に努めます。

施策にかかる計画（R3～R7）

基本的施策６　性に関する理解促進と男女の健康支援

施策の方向⑴　性に関する理解の促進

施策の方向⑵　性差やライフステージに応じた健康支援

女
性
活
躍
欄

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

6
相談窓口の周知と
充実

こころや身体の健康や悩みについて相談できる
窓口の情報を広く周知し、誰もが相談しやすい
体制の充実に努めます。
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1
ＤＶ防止の広報・
啓発

ＤＶ防止に関する情報発信や講座の実施な
どにより、ＤＶの防止と早期通報を呼びか
けるとともに相談窓口について広く周知
し、「ＤＶを許さない見逃さない地域づく
り」に取り組みます。

関係各課 （富士宮市ＤＶ対策基本計画の「施策の方向と取組」を取組内容とします）

2
ＤＶ被害者の支援
体制の充実

専任の相談員（女性）を中心に、ＤＶ被害
者の立場と意思を尊重した相談支援を実施
するとともに、ＤＶ被害者の保護及び生活
再建に向けて関係機関と連携した切れ目の
ない支援を行います。

関係各課 （富士宮市ＤＶ対策基本計画の「施策の方向と取組」を取組内容とします）

商工振興課
関係機関と協力し、ホームページやチラシ配布などにより、事業所におけるハラ
スメント等の防止について注意喚起を促す情報を発信し啓発を行います。

〇

学校教育課
具体的な場面を想定した研修の機会を持つとともに、相談体制を整え、職員にお
けるセクシャル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、パタニティ・ハラ
スメント等の防止に努めます。

〇

2
市役所におけるハ
ラスメント防止体
制の整備

市職員に対し、セクシュアル・ハラスメン
トやマタニティ・ハラスメントなど各種ハ
ラスメントの防止に関する研修を実施する
とともに、相談体制を整備します。

人事課

・全職員を対象としたハラスメント研修を、平成26年度から継続して実施してい
ます。常に最新のハラスメントの概念を理解し、防止に向けての意識付けと働き
やすい職場づくりのため、引き続き研修を実施していきます。
・引き続き、人事課にハラスメント相談窓口及びハラスメント相談処理委員会を
置き、各種ハラスメント相談に対応していきます。

〇

施策にかかる計画（R3～R7）

基本的施策７　女性に対する暴力の根絶

施策の方向⑴　ＤＶ（配偶者等からの暴力）のない地域づくりの推進

施策の方向⑵　ハラスメント防止対策の推進

女
性
活
躍
欄

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

番
号

施策 内容 担当課 取組内容（R３～R７）

1
ハラスメント防止
の啓発

事業所及び学校に向けて、セクシュアル・
ハラスメントやマタニティ・ハラスメント
など各種ハラスメント防止について注意喚
起を促す情報提供や啓発を行います。
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